
                     平成１５年１１月４日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

鍵・カード用管理ボックス 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 マンション等の屋内の壁面に設置され、居室の鍵及びカードの使用状況等を管理

するためのボックスである。 

 使用者は、ＩＤ・磁気カードによる認証を受けて鍵及びカードを取り出し、使用

後元の場所に戻す。未使用時は収納された状態となっている。 

センサーにより使用状況が監視され、使用時間等の履歴等が記録される。 

 

○構造、仕様、意匠 

鍵及びカード収納・管理部分、ＩＤ・磁気カードリーダー、プリンター及び操作

部等で構成されている。 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、２７Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

 マンション、事務所及び銀行等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 鍵及びカードを収納・管理する屋内の壁面に設置するボックスであり、収納状態

からキャビネット（家具）とも考えられるが、主な用途は鍵及びカードの使用状況

を管理するものであることから、電気用品には該当しないものとして取り扱うのが

妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象の判断 


